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 去る 6 月 15 日、島根県松江市の松江東急インにおいて  

中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会が開催され、 

各県土連から会長、常務理事等 27 名が出席した。 
 開会にあたり、水土里ネット島根の宇津徹男会長から挨拶

があり、その後、21 世紀土地改良区創造運動中国四国地方 

大賞表彰式が行われ、島根県の水土里ネット安来と本県の 

水土里ネット高松市下笠居の 2 団体に、宇津会長より表彰状

と記念品が手渡された。 
 続いて、中国四国農政局の國弘局長、島根県農林水産部の原部長、全国水土里ネット企画研究部の  

奥田部長より祝辞があり、その後、水土里ネット島根の宇津会長を議長に選任し議事に入った。第 1 号

議案「農業農村整備推進の要望について」、第 2 号議案「本年度の事業計画について」の提案・要望事

項等が審議され原案通り承認、併せて、本提案・要望書を 7 月下旬に国会議員、財務省、農林水産省並

びに中国四国農政局へ提案、要望する活動計画が決定された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会並びに 

21 世紀土地改良区創造運動中国四国地方大賞表彰式 

水土里ネット高松市下笠居の藤本書記

農業農村整備推進に関する提案事項（案） 

提 案 １   農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援）の継続について 
提 案 ２   戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業の継続について 
提 案 ３   地域農業水利施設ストックマネジメント事業の拡充について 
提 案 ４   小水力発電導入の支援と規制等の緩和について 
提 案 ５   老朽化したため池の整備促進と国庫負担の拡充 
提 案 ６   水田汎用化に資する国策（国費 100％）による再整備事業の創設 
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 去る 6 月 11 日、三豊市財田町の香川用水東西分水工において

「香川用水水口祭」が水土里ネット香川用水により執り行われた。

水土里ネット香川用水は、農家だけでなく広く県民の人々に土地

改良事業の意義を知ってもらうために、21 世紀土地改良区創造運

動の一環として展開している。 
 大粒の雨が降る中、神事が始まり祝詞奏上に続いて玉串奉奠の

後、組橋理事長（水土里ネ 
ット香川副会長）等により水 

路に御神酒が注がれると水路の中から勢いよく 3 本の水柱が立ち

上り、先人の遺徳を称えると共に配水の安全と豊潤を祈願した。 
 これに続いて、水に関係する伝統行事である財田鍬踊り、財田

長野獅子、大野原龍王太鼓が奉納され会場を盛り上げた。 
 また、会場では本場さぬきの手打ちうどんが参列者にふるまわ

れ、讃岐の味に舌鼓を打っていた。 
 
 
 
 
 

6 月 29 日、香川用水記念会館 5 階演習室において平成

23 年度香川県土地改良施設管理円滑化事業推進委員会

管理専門指導員会が開催された。 
この管理専門指導員会は、土地改良施設の円滑な管理

を図るため、土地改良施設の点検、整備、操作等土地改

良施設の管理に関する専門技術的な診断・管理指導を行

うことを目的としている。 
開会にあたり、本会山地常務理事は出席者へのお礼の

後、「本県においても南海大震災が予想され、ため池等農

業用施設に大きな被害が考えられることから、土地改良施設の適切な管理指導をお願いしたい。」と述べ

た。続いて、香川県農政水産部土地改良課高尾課長より、「香川県農業農村基本計画の内容として土地改

良施設の長寿命化対策を柱とし、計画的な施設の診断を行い効果的な管理指導、補修、修繕を行うこと

が長寿命化につながるため、管理専門委員の皆様方に土地改良施設の管理指導の適切な実施をお願いし

ます。」と挨拶があった後、下記の項目について協議が行われた。 
 
 
 
 

平成 23 年度香川県土地改良施設管理円滑化事業 
推進委員会管理専門指導員会開催 

土 地 改 良 施 設 の 定 期 診 断 １ ４ ６ 地 区 決 定 

香 川 用 水 水 口 祭 

財田鍬踊り 

神酒奉灌式 

協議事項 
・平成 23 年度土地改良施設管理円滑化事業施設の診断・管理指導及び相談等運営計画(案)について 
・平成 23 年度土地改良施設維持管理適正化事業実施計画について 
・平成 24 年度以降、定期診断対象施設の基準及び定期診断施設の見直しについて 
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 6 月 15 日、満濃池の初ゆる抜きに併せ、本会では 21 世

紀土地改良区創造運動の一環として「水と土と農･広報キャ

ンペーン」を実施した。 
 今年のキャンペーンは、水土里ネットの役割の PR と農

業水利施設をはじめとする地域資源の重要性の啓発につい

て、国、県、市町、水土里ネットの役職員 31 名のほか、

勇壮なハッピ姿の NPO 法人『空海』の方々十数名にも広

報活動に加わって頂き、強力な助っ人の参加を得て盛大に

行われた。 
 今年も春先からの少雨傾向で満濃池の貯水量も心配され

ていたが、数日前から梅雨前線が活発になり、当日は洪水

吐からも余水が滴り落ちる光景が見られるとともに、梅雨

の谷間のうす曇りという絶好のキャンペーン日和に恵ま 

れた。 
 午前 10 時、広報キャンペーンの開会にあたり、主催で

ある本会の湊参事から動員お礼の挨拶、共催の中国四国農

政局四国調査管理事務所の田中所長、同香川用水土器川沿

岸農業水利事業所の渡邉所長、香川県中讃土地改良事務所 
の藤原所長の挨拶の後、参加者全員で団結の意味を込め記念写真に納まり、それぞれのブースでキャン

ペーン活動を行った。水土里ネットは、満濃池の堤体諸元及び平成 12 年度から実施している「かがわ

の農村・ふるさと景観写真コンテスト」の本年度の入賞作品を展示するとともに、農業水利施設の保全

啓発パンフレット等を配布し、帰りのお土産として農業大学校で購入した「花の苗」をプレゼントした。 
 また、四国調査管理事務所は、ため池や河川に生息する絶滅危惧種の魚や水生植物の展示説明、香川

用水土器川沿岸農業水利事業所は、事業実施地区の概要及び食生活の食事バランスガイド冊子の配布等

を行った。以前は、日曜日に開催されており、絶滅危惧種の魚の水槽前では大勢の子供さんの好奇の目

が見られたが、今年は平日で子供さんは少なかったものの、初老の方たちが「昔は、これらの魚は、川

や井手にようけ（多く）おり学校帰りに鞄を投げ出して服を汚して捕まえよったのう･･････親によう叱

られたわ。」と童心に帰った初老の微笑ましい一齣を目にすることができた。 
 正午の太鼓の音頭に合わせ、役員方により取水塔の操作ゲートが開かれると毎秒 5 トンの水がゴー音 

とともに噴出し見学者らが

歓声を上げていた。今年は、

貯水量が 100パーセントと

いうこともあり、あちこち

で「当分農業用水にも困ら

ない。」といった安堵の声を

耳にしながら満足した様子

で帰路についていた。 

「満濃池初ゆる抜き式典」と「水と土と農・広報キャンペーン」展開 

キャンペーン出陣式 

ゆる抜きの様子 

国の展示コーナーにて 写真コンテスト入賞作品の展示 
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非補助農業基盤整備資金とは、土地改良区等が国からの補助を受けないで実施する土地改良事業・生

産基盤整備事業等に対して、日本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し低利

で融資する資金です。 
 国の補助対象ではない事業（単県又は市町単独補助事業）についても、融資の対象となります。 
① かんがい排水やほ場整備、客土などの事業を実施し、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合の

費用。 
② 農業集落排水事業の実施において、国等の補助金以外の受益者が負担する部分、又、トイレ、浴室、

洗面所の改修費用。 
③ 土地改良区等が行う土地改良施設の維持管理事業に対して、揚排水機場・用排水路・フェンス等の   

設置、又、土地改良区事務所の建設、事務機器等の購入などの費用。 
  維持管理事業の主な用途 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  貸付対象者 

（１）土地改良区、土地改良区連合（事業主体になる場合に限る。）、農業協同組合、農業協同組合

連合会、農業を営む者、農業振興法人 
（２）5 割法人・団体（農業を営む者及び上記（１）の法人がその構成員又はその資本金などの過半

数を占めるか又は過半の出資等をしている法人・団体） 
（注）１．5 割法人・団体が借入者となるのは、農業集落排水施設等の農村環境基盤施設及び集落道（集

落環境基盤施設）を対象とする場合に限ります。 
   ２．団体への貸付は、構成員の全員又は一部の連帯債務として融資します。 
  融資限度額 
  複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までとなっています。 
 （ただし、融資１件あたりの最低額は 50 万円となっています。） 
  金   利 

＊融資時の利率が最終償還まで適用される「固定金利」です。（平成 23 年 6 月 20 日現在で 1.50％） 
 ＊借入時の金利は、金融情勢により変動します。最新の金利は、最寄りの日本政策金融公庫・農業協

同組合にお問い合わせ下さい。 
  償 還 期 間 

非 補 助 農 業 基 盤 整 備 資 金 の ご 案 内 

施設の種類 維持管理事業の例示 施設の種類 維持管理事業の例示 

揚排水機場 
揚水機、電動機の分解・補修 
防塵装置の塗装・補修 
通信通報用施設の補修 

畑かん施設 
揚水機、空気圧縮機 
撒水施設等の機器類の補修 
送水管・給水栓・電動弁の補修更新 

ダム、頭首工 
水門 

門扉、開閉装置の補修・塗装 
フェンスの新増設等 農道 敷砂利、橋梁の塗装 

施設管理施設 
基礎・建屋・フェンス等の補修 
フェンスの新増設 
観測・自動制御機器類の取得更新 
通信・警報装置の新増設等 ため池 

取水ゲート、土砂ゲート 
開閉装置等の塗装・補修 
堤体の補修、堆積土砂の浚渫 
操作室の建屋、フェンス等の補修 
観測・通信用施設の補修 土地改良区の事

務所 
土地改良区の事務所の新増設、 
補修等（事務機器の導入含む） 

資材運搬、巡回
用ライトバン 取得、更新 

用排水路 

護岸、床張の塗装・補修 
分水工・落差工等の塗装・補修 
路線の一部の改修・浚渫 
管水路の破損部分の交換・補修 
ジョイント部分の補修 

調査費 
水利権更新に伴う調査 
維持管理計画書や土地改良施設台帳の
更新のための調査 

すべての施設に共通して、補強工事・電気系統の補修・防塵ネットの補修や新増設も対象になります。 
毎年経常的に支出される点検整備費や事務費・人件費等は対象になりません。 

最長 25 年（うち据置期間 10 年以内）の範囲で、施設の耐用年数等を考慮して決められます。
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  農村における住宅の増加と市街化の進

展などによる環境の変化に伴い、ため池、  

水路等の農業用施設における水難事故が後

を絶ちません。 
 本県においても、昨年度では 9 件の死亡

事故（うち 1 件は農道での事故）が発生し

ています。子どもやお年寄りの用水路やた

め池への転落など、農業用施設での事故へ

の注意が必要となります。 
 このため農業用施設を管理する土地改良

区の皆さんは下記事項に留意され、施設の

安全管理を一層強化した事故防止に万全を

期すようお願い致します。 
 
 
 
 
① 農業用用排水路などの危険箇所を点検      

し、フェンス、床版、スクリーンなどの

安全を要する箇所については、早急に 

当該施設を設置するよう務めるとともに、

定期的に危険箇所を巡回し、その管理を

十分に行ってください。 
  なお、危険箇所とは、農業用施設が次に挙げる場所のいずれかに接している箇所のほか、事故防止

用安全施設の設置を必要とする箇所をいう。 
  ・ 通学路など児童が通行する場所 
  ・ 日常子供が遊んでいる場所 
  ・ 保育園、幼稚園、小学校等 
  ・ 住宅地等 
② 地域住民に対し、事故防止の周知徹底を図るため、危険箇所に立て札を設置するとともに、広報活

動を積極的に行い、ポスターを掲示して注意を呼びかける。 
③ 農業用施設の巡回、危険箇所の早期発見、保護者等に対する注意の呼びかけをするとともに、ＰＴ

Ａ等の地域団体の運動に積極的に協力して事故防止に努める。 
 
 

施設管理者は危険箇所の点検 
や 広 報 活 動 な ど に 務 め る 

 用水路やため池で遊んじゃダメだよ！ 
～土地改良施設安全管理推進啓発ポスター配布～ 
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去る 6 月 26 日、三豊市仁尾町において、県営中山間地域総合整備事業詫間・仁尾地区南草木団地大

谷工区ほ場整備工事の竣工を記念して記念碑の除幕式が挙行された。 
式には大谷工区ほ場整備役員、来賓として香川用水土地改良区組橋理事長（水土里ネット香川副会長）、

香川県西讃土地改良事務所池田所長、三豊市土地改良課今川課長等多数の関係者のご臨席のもと厳粛に

執り行われた。 
除幕式後、ほ場整備事業により三豊市の創設換地として生み出された用地に新築された石ケ谷活性化

センターにおいて祝賀会が盛大に催された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

 

 

開催月日 会  の  名  称 開催場所 

6 月 11 日 第 27 回香川用水水口祭（香川用水土地改良区） 三 豊 市 

   14 日 仁池初ユル抜式（綾歌郡仁池土地改良区） 丸 亀 市 

    15 日 満濃池初ゆる抜式典（満濃池土地改良区） まんのう町 

〃 水と土と農・広報キャンペーン まんのう町 
    15 日 
   ～16 日 

中国四国土地改良事業団体連合会協議会総会並びに 21 世紀土地改良区創
造運動中国四国地方大賞表彰式 島 根 県 

    21 日 平成 23 年度水土里情報利活用促進事業担当者会議 岡 山 市 

    22 日 香川県農業会議常任議員会議 高 松 市 

    24 日 平成 23 年度観音寺市地域担い手育成総合支援協議会幹事会 観音寺市 

    26 日 県営中山間地域総合整備事業大谷工区竣工記念碑除幕式 三 豊 市 

 〃 主基斎田お田植えまつり 綾 川 町 

    28 日 平成 23 年度土地改良管理指導担当者会議 東 京 都 

    29 日 平成 23 年度土地改良施設管理円滑化事業推進委員会管理専門指導員会 高 松 市 
   7 月 4 日 
～8 月 1 日 

課題別研修「アジア・アフリカ地域 農家組織によるため池を利用した  
地域の水管理」 高 松 市 

会 と 催 し 

県営中山間地域総合整備事業大谷工区竣工記念碑除幕式 

区  分 ほ場整備 大谷工区の概要 

工事内容 

整地面積：5.4ｈa 
耕作者数：47 名 
ほ 地 数：施工前 197 筆 ⇒ 施工後 103 筆 
支線農道：幅員 3.0～4.0ｍ 
用排水路： 
 （用水路）塩 ビ 管：φ50～150mm 
      取 水 源：大谷池 
 （排水路）U 型水路：幅 0.30～0.50ｍ 

工事期間 平成２０年度～平成２１年度 

総事業費 ７６,０００千円 



平成 23 年 7 月 10 日      香 川 の 土 地 改 良           第 627 号 
  

－ 8 － 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

暑中お見舞い申し上げます 
平成２３年７月 

香川県土地改良事業団体連合会 

 

会 長 大 山 茂 樹 理     事 栗 田 隆 義 

副 会 長  組 橋 啓 輔 代 表 監 事  森 川 光 典 

常 務 理 事  山 地 孝 士 監 事  稲 尾 正 成 

理 事  石 原   收 〃  菰 渕 將 鷹 

〃         十 川 昭 五 参事・事務局長  湊   敏 好 

〃         泉 川 静 雄 事 務 局 次 長

(兼)仲多度支所長
 野 瀬 康 弘 

〃         三 笠 輝 彦 総 務 課 長

(兼)電 算 課 長
 大 河 仁 司 

〃         篠 原 静 夫 調 査設計課 長

(兼)農業集落排水課長  鎌 田   忠 

〃         佐々木   勇 換 地登記課 長  福 島 一 順 

〃        村 上 明 秋 企 画指導課 長  多 田 竹 夫 

〃        祐 安   正 ほ か 職 員 一 同 
           

 大川支所  仲多度支所 
 (兼)支所長 岡   賢 治   支 所次 長 太 田 久 夫 
小豆支所   〃    西 川 隆 晴 
 (兼)支所長 鎌 田   忠  三豊支所 
中部支所   支 所 長 安 川 哲 生 
 支 所 長 岡   賢 治   支 所次 長 前 川 公 則 
 支 所次 長 藤 井 英 明  
 〃   岡 田 暁 憲  ほか支所職員一同 


